
 

令和 5 年度 

第 1 回 対馬市 SDGs 推進員会議 
 

日時：令和 5 年 7 月 20 日（火）14:30～16:00 

場所：対馬市役所別館２会議室 

 

議 事 次 第 
 

１． 開会 

２． しまづくり推進部長挨拶 

３． 議事 

（１）SDGs について（説明） 

（２）SDGs 推進体制の全体像（説明） 

（３）SDGs 推進員制度について（説明） 

（４）SDGs パートナーズ登録制度及びプラットフォームについて（説明） 

（５）行政課題の公表とアイデア等提案募集制度について（意見交換） 

（６）ガバメントクラウドファンディングについて（意見交換） 

（７）その他（各部局からの情報共有・提案事項等） 

４． 閉会 

 

【配布資料】 

資料１ SDGs について 

資料２ SDGs 推進体制の全体像 

資料３ SDGs 推進員制度について 

資料４ SDGs パートナーズ登録制度及び SDGs プラットフォームについて 

資料５ 行政課題の公表とアイデア等提案募集制度について 

資料６ ガバメントクラウドファンディング(GCF)の導入について 

参考資料１ 対馬市 SDGs 推進員設置要綱 

参考資料２ 対馬 SDGs パートナーズ一覧 

参考資料３ 対馬市ガバメントクラウドファンディング実施要綱（案） 

別冊 対馬市 SDGs アクションプラン概要版  



 

SDGs 推進員 

 
＜事務局＞ 

しまづくり推進部           部長         伊賀 敏治 

しまづくり推進部 SDGs 推進課  課長       財部 仁 

しまづくり推進部 SDGs 推進課  副参事兼係長 前田 剛 

しまづくり推進部 SDGs 推進課  専門官      久保 伯人 

 

所属部署 所属課 職位 氏名 

総務部 財政課 副参事兼係長 長岡 亮 

しまづくり推進部 しまの力創生課 副参事兼係長 浦瀬 俊美 

観光交流商工部 観光商工課 主任 糸瀬 富喜 

市民生活部 環境政策課 参事兼課長補佐 中村 龍一 

福祉部 福祉課 副参事兼係長 犬束 政剛 

保健部 医療対策課いづはら診療所 参事兼課長補佐 金丸 隆博 

農林水産部 自然共生課 係長  神宮 周作 

建設部 管理課 主任 松本 貴弘 

水道局 水道課 参事兼課長補佐 松島 哲也 

中対馬振興部 地域振興課 副参事兼係長 中村 誠也 

上対馬振興部 地域振興課 参事兼課長補佐 梅野 加寿人 

消防本部 消防署総務課総務班 主任 荒木 謙吾 

教育委員会事務局 教育総務課 主任 波多野 健一 

議会事務局   参事兼課長補佐 糸瀬 博隆 



 

 
 

（１）SDGs について 

 

 

 

 

 

 
People（人間）：「貧しさを解決し、健康に」 

 

 

 

Prosperity（豊かさ）：「経済的に豊かで、安心して暮らせる世界に」 

 

 

 

Planet（地球）：「自然と共存して、地球の環境を守る」 

 

 

 

Peace（平和）：「争いのない平和を知ることから実現」 

 

 

 

Partnership（協力関係）：「みんなが協力し合う」 

 

 

 
 

資料１ 

SDGs（エスディジーズ）: Sustainable Development Goals 

＝  

持続可能な開発目標 ⇒ 世界中のすべての人が取り組むべき幸福のための努力目標 

                      

 
↑次世代も安心安全に暮らせること ⇒ 「世(S)界の誰(D)もが元(G)気で幸(s)せに」 

＜取り組み意義と必要性＞ 

・ SDGs のゴールとターゲットはすべての行政施策に紐づいて

いる（すでに当たり前に取り組んでいることが多い） 

・ 現代社会が抱える諸課題は複合課題。１つの分野だけでの

解決が困難となっている（分野横断的連携がますます必

要）。また、国境離島である対馬は、グローバルな問題に影

響を受けやすく、対馬だけで解決することは困難。世界と

のつながりや、環境・社会・経済の３つの側面の関係性を

意識した統合的なアプローチが有効となる。その点で、行

政への SDGs の採り入れは、施策の質的向上と相乗効果を図

ることができる  

⇒ SDGs によって新たに業務が増えるのではなく、SDGs

によってよりよい業務遂行が図れる 

・ SDGs は世界共通目標。多くの上位計画等（国県）では SDGs

の視点が採り入れられており、基礎自治体の計画等につい

てもその整合化が求められる 

・ SDGs への一般の認知度が高まっている。また、新・学習指

導要領の前文及び総則に、「持続可能な社会の創り手」の育

成が掲げられ、教科教育や総合及び探究学習に SDGs が採り

入れられる等、SDGs 推進の社会的要請はここ数年で急速に

高まっている 

世界共通の 17 目

標と 169 ターゲッ

トで構成される。行

政施策と紐づけて

みると実は SDGs

というものは多い 



 

 
 

（２）SDGs 推進体制の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

市長をトップとする SDGs 推進本部

が中心となり、市民、地域、団体、学校、

企業、大学、関係行政機関等の多主体

のパートナーシップ（連携・協働）を形成 

①SDGs パートナーズ登録制

度を通じた多主体参画と各活

動の“見える化”、 

②毎月 17 日の SDGs カフェ

での対話を通じた“行動の仲間

づくり”、 

③SDGs プラットフォームでの

交流を通じた多主体連携と主

流化、 

を促進。そのことにより、対馬

市における SDGs（持続可能な

しま）達成を実現する 



 

 
 

（３）SDGs 推進員制度について 

 

 
 

区分 SDGs 推進員 R4 9. 30 設置 【参考】市民協働推進員 H24. 6. 1 設置/ R4 9. 30 廃止 

目的 

SDGs の達成に向けた取組を推進するため、部局横断的な連携及

び各部局の関係市民等との協働等の中心的な役割を担う職員とし

て、SDGs 推進員を配置 

市民、NPO 法人等との協働に向けた取組みを推進するた

め、全庁的に協働を推進する体制づくりの中心的な役割を

担う職員として、市民協働推進員を設置 

職務 

(1) 対馬市 SDGs アクションプランのうち、部局横断的連携が必要

となる事業推進に関すること。 

(2) 各部局の関係市民、関係団体、関係企業等への SDGs 関連

情報の提供及びパートナーシップ形成に関すること。 

(3) 各部局における SDGs アクションの推進及び進捗管理に関す

ること。 

(4) 各部局における SDGs 関連情報の収集及び職員への周知に

関すること。 

(5) その他 SDGs の達成に向けて必要と認められる事項に関する

こと。 

(1) 市民、NPO 法人等からの提案や問い合わせ等への主

たる対応 

(2) 協働に関する各種情報収集及び職員への情報提供 

(3) 各職場における協働に関する庁内調査の取りまとめ 

(4) 対馬市市民協働(共働)推進本部ワーキング部会員とし

ての職務 

設置対象部

署 

総務部、しまづくり推進部、観光交流商工部、市民生活部、福祉

部、保健部、農林水産部、建設部、水道局、中対馬振興部、上対

馬振興部、消防本部、教育委員会事務局、議会事務局 

総務部、しまづくり推進部、観光交流商工部、市民生活部、

福祉保険部、健康づくり推進部、農林水産部、建設部、中対

馬振興部、上対馬振興部、教育委員会 

選任 配置対象部局ごとに主任以上の職にあるもの１名以上 設置対象部署ごとに係長以上の職にあるもの 1 名 

支援体制 
推進員が職務を遂行する上で、各種情報の提供及び研修の開催

等の必要な支援を行う 
同左 

庶務 しまづくり推進部 SDGs 推進課 しまづくり推進部 

資料１ 資料３ 

市民、地域団体、学校、企業等各主体とのパートナーシップを形成し、全庁的な SDGs の取り組みを加速化させるため、全部局に「SDGs 推

進職員」を設置。SDGｓ推進職員が SDGs アクションプランの重点アクション等に関しプロジェクトチームを組み、研修会やワークショップを通じ

て、それぞれの業務の効率性や同時解決性を高める。 



 

 
 

○任命期間 

 令和５年７月１日～令和６年３月３１日 

 人事異動等により、本人が SDGs 推進員を継続できなくなった場合は、配置部署所属長が後任の SDGs 推進員を選任。任命期間は当該年度

末までとします。 

 

○令和５年度の推進員の活動（案） 

（１）推進員会議 

年１回程度 

 

（２）部署内での SDGs 推進 

・ 部署内の SDGs アクションの推進…計画策定・改訂の際の SDGs の視点導入と SDGs 未来都市計画及び SDGs アクションプランとの整

合化、節電・節水、ごみの削減（４R:ペーパレス、マイボトル、マイバック、マイおかぶり、生ごみ回収協力、お弁当の日等々）、運動促進、ジェン

ダー平等 等 

・ 行政課題の公表事項の照会、呼びかけ 

・ ガバメント・クラウドファンディングの照会、呼びかけ 

 

（３）研修会 

１回程度 ※推進員の意見を参考に開催及び時期を判断します。 

 



 

 
 

（４）SDGs パートナーズ登録制度及び SDGs プラットフォームについて 

 

各部局の関係事業者や団体、個人、

そして職員の宣言とパートナーズ登

録の呼びかけをお願いします。 

資料４ 



 

 
 

（５）行政課題の公表とアイデア等提案募集制度について 
 

・ 対馬SDGsプラットフォームにおける産官学民パートナーシップ促進のため、対馬市が抱える行政課題を公表 

・ 課題ごとの検討段階と関わり方に応じ、それぞれのページにタグ「＃アイデア募集」、「＃協働提案」、「＃新技術等提案」、「＃協力・参加」を設定 

・ 提案により契約に直結するプロポーザル募集ではない（事業化する場合は、公募により選定） 

・ 事業化する場合の財源確保はガバメント・クラウドファンディング制度等と連動させる 

・ 令和５年度年度途中からの試行、令和６年年度以降の本格運用を目指したい 

SDGsパート
ナーズ

（提案者・協
働）

対馬市ＨＰ
行政課題事項

担当課

SDGs推進課

SDGs推進員

対馬市HP
Logo form

事業パート
ナー

（事業協働
者）

⑤申込

④公表

②行政課題の提示

③とりまとめ

①部署内照会・呼びかけ

⑧連絡調整・協議・協働等

⑥受付・確認

⑦連絡

④事業の受委託

#アイデア募集 ＃協働提案
＃新技術等提案 ＃協力・参加

①プロポーザル等公募

②応募

③審査

予算を伴う場合は事業化を検討（クラファン等）

資料５ 



 

 
 

（６）ガバメントクラウドファンディングについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 



 

 
 

 

 



 

 
 

対馬市ＳＤＧｓ推進員配置要綱  

 

（趣旨）  

第１条  市は、本市における持続可能な開発目標（以下「ＳＤＧｓ」

という。）の達成に向けた取組を推進するため、部局横断的な連

携及 び各 部局 の 関係 市民 等と の 協働 等の 中心 的 な役 割を 担う 職

員として、ＳＤＧｓ推進員(以下「推進員」という。)を配置し、

その職務等について必要な事項を定めるものとする。  

（推進員の職務） 

第２条  推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。  

(１ ) 対馬市ＳＤＧｓアクションプランのうち、部局横断的連携

が必要となる事業推進に関すること。  

(２ ) 各部局の関係市民、関係団体、関係企業等へのＳＤＧｓ関

連情報の提供及びパートナーシップ形成に関すること。  

(３ ) 各 部局 に お け る Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ア ク シ ョ ン の 推 進 及 び 進 捗 管 理

に関すること。  

(４ ) 各 部 局 に お け る Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 関 連 情 報 の 収 集 及 び 職 員 へ の 周

知に関すること。 

(５ ) そ の他 Ｓ ＤＧｓ の達 成に 向けて 必要 と認 められ る事 項に

関すること。  

（推進員の配置） 

第３条  推進員を、別表のとおり配置する。  

（推進員の選任） 

第４条  別表に掲げる部署の所属長は、推進員を選任し、しまづく

り推進部長に報告する。  

２  推進員は、配置対象部署ごとに主任以上の職にある者 1 名以

上とする。  

３  委嘱等にかかる任命行為は、特に行わない。 

（支援体制）  

第５条  し まづ くり推 進部 長は 、推進 員が 第２ 条に掲 げる 職務 を

遂行 する 上で 、 各種 情報 の提 供 及び 研修 の開 催 等の 必要 な支 援

を行うものとする。 

（庶務）  

参考資料１ 



 

 
 

第６条  推 進員 の庶務 は、 しま づくり 推進 部Ｓ ＤＧｓ 課に おい て

処理する。  

（その他）  

第７条  こ の訓 令に定 める もの のほか 、推 進員 に関し 必要 な事 項

は、対馬市ＳＤＧｓ推進本部長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この訓令は、令和４年１０月１日から施行する。  

（対馬市市民協働推進員設置要綱の廃止）  

２  対 馬市 市民 協働推 進員 設置 要綱（ 平成 ２４ 年対馬 市訓 令第 １

７号）は、廃止する。  

別表（第３条、第４条関係）  

部署  

総務部  

しまづくり推進部 

観光交流商工部  

市民生活部  

福祉部  

保健部  

農林水産部  

建設部  

水道局  

中対馬振興部  

上対馬振興部  

消防本部  

教育委員会事務局 

議会事務局  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

対馬 SDGs パートナーズ一覧 
2023.7.17 現在 

登録の種類 種別 企業・団体・個人名 

パートナー 企業・団体等 伊藤忠商事株式会社 

パートナー 企業・団体等 株式会社 A company 

パートナー 企業・団体等 株式会社 SNC 

パートナー 企業・団体等 SCG 経営デザインオフィス 

パートナー 企業・団体等 株式会社エネルギーエージェンシーつしま 

パートナー 企業・団体等 株式会社エルコム 

パートナー 企業・団体等 
環境省対馬自然保護官事務所厳原事務室 

（ツシマヤマネコ野生順化ステーション） 

パートナー 企業・団体等 
環境省対馬自然保護官事務所 

（対馬野生生物保護センター） 

パートナー 企業・団体等 九州電力送配電株式会社 対馬配電事業所 

パートナー 企業・団体等 九州郵船株式会社 

パートナー 企業・団体等 コミュニカーレ株式会社 

パートナー 企業・団体等 株式会社コミュニティメディア 

パートナー 企業・団体等 サラヤエスビーエス株式会社 

パートナー 企業・団体等 下原美しい隊 

パートナー 企業・団体等 住友大阪セメント株式会社 

パートナー 企業・団体等 株式会社セイコーインターナショナル 

パートナー 企業・団体等 Team Tsushima 

パートナー 企業・団体等 有限会社中央産業 

パートナー 企業・団体等 特定非営利活動法人對馬次世代協議会 

パートナー 企業・団体等 対馬市立西部中学校 

パートナー 企業・団体等 対馬地区漁協女性部連絡協議会 

パートナー 企業・団体等 株式会社対馬地球大学 

パートナー 企業・団体等 株式会社バイオマスアグリゲーション 

パートナー 企業・団体等 博多海陸運送株式会社対馬支店 

パートナー 企業・団体等 博多海陸運送株式会社比田勝営業所 

パートナー 企業・団体等 ボラ佐須奈「角跡（つのあと）」 

パートナー 企業・団体等 長崎県立対馬高等学校 

パートナー 企業・団体等 長崎県立対馬青年の家 

パートナー 企業・団体等 株式会社中原建設 

パートナー 企業・団体等 日本生命保険相互会社福岡総合支社 

パートナー 企業・団体等 有限会社丸徳水産 

パートナー 企業・団体等 一般社団法人 MIT 

パートナー 企業・団体等 株式会社ヤマップ 

パートナー 企業・団体等 株式会社リングスター 

パートナー 個人 内山 真里 

パートナー 個人 梅野 美実 

パートナー 個人 巴山 剛 

パートナー 個人 村岡 幸代 

パートナー 個人 office SOTO 山下幸恵 

参考資料２ 



 

 
 

パートナー 個人 王 威漢 

サポーター 企業・団体等 ～石窯ピザとパン～赤坂倶楽部 

サポーター 企業・団体等 合同会社 OTTER 

サポーター 企業・団体等 株式会社サイキ 

サポーター 企業・団体等 有限会社左衛門 

サポーター 企業・団体等 公益財団法人自然保護助成基金 

サポーター 企業・団体等 株式会社十八親和銀行 

サポーター 企業・団体等 西部環境調査株式会社 

サポーター 企業・団体等 つしま大石農園 

サポーター 企業・団体等 那須どうぶつ王国 

サポーター 企業・団体等 パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社 

サポーター 企業・団体等 合同会社ビーコンつしま 

サポーター 企業・団体等 ライトンコスモ株式会社 

サポーター 個人 武田 暢博 

サポーター 個人 梅野 浩二 

※サポーター個人 非公表人数 ４名 
 
パートナー ４０者 
サポーター １８者 
パートナーズ ５８者 



 

 
 

対馬市ガバメントクラウドファンディング実施要綱（案）  

 

  （総則）  

第１条  こ の告 示は、 対馬 市が ふるさ と納 税制 度を活 用し て実 施

する ガバ メン ト クラ ウド ファ ン ディ ング に関 し て必 要な 事項 を

定める。  

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

 (１ ) ガバメントクラウドファンディング（以下「本事業」とい

う。） ふるさと納税制度を活用し、市が事業を実施する

た め に必 要 な 経 費 を 、イ ン タ ー ネ ッ ト等 を 通 じ て 広 く 不

特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。  

 (２ ) ふ るさ と納税  市に 対 する地 方税法 （ 昭和２ ５年法 律 第

２ ２ ６号 ） 第 ３ ７ 条 の２ 及 び 第 ３ １ ４条 の ７ の 規 定 に 基

づく寄付をいう。 

(３ ) プロジェクト 市の課題解決及び活性化のため、市が主体

となって行う事業をいう。  

(４ ) 寄 付 者  プ ロ ジ ェ ク ト に 共 感 し 、 資 金 提 供 を 行 う 者 を い 

う。  

(５ ) ふるさと特産品等（以下「特産品等」という。）  市の魅

力発信につながり、市が認定した商品又は提供するサービ

スをいう。  

（申込）  

第３条  寄 付者 は、イ ンタ ーネ ット上 の所 定の 申込み フォ ーム に

より申込まなければならない。  

２  市長は、前項の申込みがあった場合は、内容等を確認の上、適

切で ある と認 め たと きは 、当 該 寄付 者か ら納 付 書又 はク レジ ッ

トカードによる寄付金の納付を受けるものとする。 

（プロジェクト） 

参考資料３ 



 

 
 

第４条  市 の課 題解決 等の ため に実施 する プロ ジェク トは 、市 長

が別に定める。  

（特産品等の贈呈） 

第５条  市長は、プロジェクトごとに特産品等を定めることとし、

寄付者へ金額に応じて定める特産品等を贈呈する。ただし、特産

品等 の贈 呈を 予 定し ない プロ ジ ェク ト又 は寄 付 者が 特産 品等 の

受贈を希望しない場合は、この限りでない。  

（氏名の公表）  

第６条  市長は、寄付者の了解を得て、寄付者の氏名を公表するこ

とができるものとする。  

（個人情報の取扱い）  

第７条  本 事業 により 取得 した 個人情 報は 、対 馬市個 人情 報保 護

法施行条例（令和５年対馬市条例第１３号）の定めるところによ

り適 正に 管理 す ると とも に、 当 該個 人情 報を 本 事業 以外 の目 的

で使用してはならない。  

（基金への積立て） 

第８条  こ の要 綱に基 づい て受 けた寄 付金 につ いては 、対 馬市 ふ

るさと応援寄付条例（平成２０年対馬市条例第２９号）第２条で

設置した基金へ積立てることができる。  

（その他）  

第９条  こ の告 示に定 める もの のほか 、本 事業 の実施 に関 し必 要

な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この告示は、令和５年８月１日から施行する。  

 

 

 

 


